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参加型アプローチ：
サステナブルツーリズムへの適応に関する考察

藤　稿　亜 矢 子

　 ｢サステナブル｣ という概念の実現のために、根幹にあるのは生態系の保全、すなわち自然環境
保全である。本稿では、その基本定義に立ち戻り、自然環境保全に重要な施策とされている参加型
アプローチ(PA)を取り上げて論じた。PAは、過去の自然資源管理、自然環境保全のさまざまな政
策の失敗と反省から生まれてきた手法であるが、いかなる歴史的背景からその施策が生まれてきた
のかを既往研究から詳細に分析した結果、近年推奨されているPAは、コミュニティを主体とする
だけではなく、さまざまなステークホルダーが参画して協働することを意味していることを示した。
さらに、PAをサステナブルツーリズムの実現に適応しているふたつの事例を、コスタリカの現地
調査をもとに分析し、今後の調査に必要な視点を提示した。
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Nacional de Áreas de Conservació n）の事例
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　おわりに

はじめに

　現代社会において、さまざまな形で産業や市場、
都市化、グローバリゼーションが拡大するにつれ、
地球環境への負荷は高まる一方である。Crutzen
とStoermer（2000）は、こうした地域的、全球
的に無視できない人間の影響を比喩的に強調し、
現代を“Anthropocene（人類の時代）”と称した１。 

1 地質学、生態学における人類の重要性を強調し、更新世の次の地質時代として“人類の時代”という意味の  
Anthropocene を造語した

2 原題：Living Planet Report
3 この指数を、Living Planet Index （LPI）という。全世界の生物種から選んだ 2,600 種以上・約 9,000 の個体群のデータ
を基に算出したもので、特に熱帯では LPI は過去 40 年足らずで 60％低下したことがわかった

4 このようにして換算した数値をEcological Footprint という。
5 食品ロスとは、手付かずのまま廃棄される食品をいう。このデータは、2009 年の日本の食品ロスと、2011 年の世界全体
の食糧援助量を比較したもので、同年比較ではないが傾向は見て取れる

WWFが2012年に発表した ｢生きている地球レ
ポート｣ 2（WWF、2012）によれば、地球全体の
生き物の数を指数化３すると1970年と比較して世
界全体で28％低下しており、また森林、漁場、牧
草地、耕作地などへの負荷と二酸化排出による地
球環境への負荷を土地面積に換算４すると地球1.5
個分が必要になっているという。すなわち、簡潔
にいえば、現代の産業構造と人間の生活を支える
ために、私たちは地球1.5個分の資源を既に使っ
ているのと同様であり、またそのために、多種多
様な生物が犠牲となっているということである。
負荷を受けているのは、生物だけではない。地球
全体の資源の分配や、資源の消費構造を見たとき
に、その多くを使ってきたのは先進国であり、ま
た現在使い始めているのは新興国であり、多くの
発展途上国はそれを享受していない。たとえば、
世界の食糧生産量の３分の１にあたる約13億トン
の食糧が毎年廃棄されているが、この廃棄のほと
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持続可能な社会の実現に必須である自然環境保全
において有効な施策のひとつされている参加型ア
プローチ（Participatory approach：以下 PA）
をまず解説する。さらに、自然環境の保護と利用
において重要な役割を果たす産業のひとつである
観光業をとりあげ、その持続可能性の実現に参加
型アプローチが取り入れられている事例を紹介す
る。観光業は、自然環境への負荷が高い産業のひ
とつであると同時に、賢明な政策、施策とともに
発展すれば自然環境そのものを資源として保全す
ることもできる産業である。後者のようなケース
は、近年、サステナブルツーリズムと称されて期
待が高まっている。よって、本稿において自然環
境保全とサステナブルツーリズムを同時に論じる
ことは意義があり、特に、サステナブルツーリズ
ムを目指した事例をとりあげながら、参加型アプ
ローチの可能性を考察する。

１．自然環境保全の制度的変遷と
　　参加型アプローチ（PA）

自然環境を規制によって守ろうとする取り組み
は長年行われてきたが、過去の伝統的なやり方、
すなわち所有権によって守る、法律によって守る、
中央政府が厳重に監視しながら守る、といった方
法はたびたび失敗してきた８。なぜならば自然環
境は、地域に点在して残っているものが多いうえ
に、法律がすべての範囲をカバーしていないこと
が多く、更には地域や国の共有財産であることが
多いからである。また、多くの既往研究が、かつ
てない規模でのグローバリゼーションやライフス
タイルの変化、急速な工業化や都市化も、従来の
環境保全制度を破綻させる要因であることに言及
し、代替的な自然環境保全制度として PAに注目
している９。
図１は、自然環境保全と管理における制度的な

んどは、ヨーロッパ、北米、オセアニア、アジア
先進工業地域で発生しており（FAO, 2011）、更に
は日本の食品ロスは、世界全体の食糧援助量を上
回っている５（WFP、2009および農林水産省、
2012）。また、地球温暖化、気候変動の起因であ
る二酸化炭素の排出量が多い国も、上位から順に
中国、米国、インド、ロシア、日本、ドイツとなっ
て お り、 先 進 国 と 新 興 国 に 偏 っ て い る
（International Energy Agency, 2013）。
一方で、このような資源の過剰利用と不公平な

分配を改善し、いかなる開発も地球環境が持続可
能であるようにしていかなければならない、との
考えは既に 30 年近くも議論されてきており、サ
ステナブル（持続可能）という概念の認知度は高
まっている。しかし、この概念と用語が安易に利
用されるに従って、もともとそれが提唱していた
真の意味が近年薄れてきていると感じられるた
め、今いちど、ここで簡潔に定義する。サステナ
ブルであるということは、1）地球の資源が有限
であることを認識し、2）ゆえに生態系の完全な
保全を行い、3）将来世代へもこの地球環境の恵
みを受け渡す、ことが必須条件である６。ここに
おいて、1）は認知であり、3）は結果であるが、
私たちの世代が確実に行動を通して実現しなけれ
ばならないのが 2）である。生態系の保全とは、
別の言葉で置き換えれば自然環境の保全、生物多
様性の保全、ということであるが、地球環境その
ものが自然を基盤として成り立っていることを考
えれば、まずそれを保全しなければいけないのは
当然のことであろう。ここで補足として、保全
（Conservation）には、｢保護｣ と ｢利用｣ の両側
面が含まれていることを付け加えておく。つまり、
保全とは、守りながら利用する、利用しながら守
る、ことである７。
本稿では、このサステナブルの定義に立ち戻り、

6 1980 年に IUCN（国際自然保護連合）、WWF（世界野生生物基金）、UNEP（国連環境計画）が発表した ｢世界環境保全
戦略｣ の中で、初めて Sustainable Development（持続可能な開発）が提唱された。それを受けて 1987 年に、国連ブル
ントラント委員会が出した報告書において ｢持続可能な開発｣ についての定義がなされている。（詳細は、IUCN, WWF 
and UNEP. 1980; United Nations. 1987. を参照のこと）

7 詳細は、沼田（1994）を参照のこと
8 Acheson（2006）を参照のこと
9 Burch（1986）、Goodland et al.（1990）、Miller et al.（1991）、Worster（1993）、Kellert et al.（2000）を参照のこと
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は、主に中央に居る科学的専門家や技術者の見解
のみに基づいて設計され、前述のように地域の
人々のニーズや知識を軽視していたため、特に自
然が多く残る地方で自然環境の劣化や自然資源の
過剰利用を生じさせ、結果的に地域の人々の生活
を脅かすことも多かった。
このような過去のさまざまな政策の失敗から、
自然資源管理や自然環境保全に地域コミュニティ
が主体（Local-level management：図１）となっ
てこそ、より持続可能な方法で共同管理をしてい
けるのではないかとの議論が 80 年代から徐々に
と強くなっていった 13。早くから、自然資源管理
における地域コミュニティの役割を強調していた
のは、のちにノーベル経済学賞を受賞するエレノ
ア・オストロムである。特に、森林、遊牧地、水
資源、漁業資源などの保全と管理において、地域
コミュニティの役割が期待されるようになり、多
くの国の政府が環境保全政策の ｢非中央集権化｣
を始めて、｢地域コミュニティを主体とする自然
環境保全（community-based conservation）｣ を
促進した 14。これが、初期の ｢参加型｣ すなわち
PAの始まりである。しかし、その後、過度の地
方分権施策にもさまざまな問題があることを多く
の研究者が明らかにした。たとえば、地域コミュ
ニティに制度設計ができる能力が不足している場
合がある、あるいは制度設計を外部者が実施した
としてもそれを運営していく技術がない、また地
域コミュニティ内に人的資源や財政的資源が決定
的に不足しているといった問題 15 や、国際市場
のグローバリゼーションの影響 16 といった問題
があげられ、こうしたことがいずれも地域コミュ
ニティによる自然環境保全の持続可能性を妨げて
きた。その結果導き出された議論は、自然環境保
全の担い手として、地域の人々や地域コミュニ

変遷をその課題とともに記したもので、歴史的に
PAが重視されるに至った背景を簡潔に示してい
る。50 年代後半から 70 年代にかけては、多くの
研究者（特に経済学者）や政治家が私的所有権に
よる管理制度（Private-property regimes：図１）
の必要性を訴えていた。その背景にあったのは、
自然環境破壊と適正でない自然資源の利用が起こ
る原因は、所有権の不在によるものである、とい
う考え方であった 10。しかし、多くの自然環境、
自然資源は私物化することがほとんど不可能であ
るため、この私的所有権による管理制度の限界は
明らかであり、むしろこの時代に、所有権が誰に
もないような多くの自然環境が悪化し続けたので
ある。さらに、この私的所有権制度は、しばしば
過剰利用という市場の失敗を生み出した。1968
年には、Hardin が所有権による管理制度ではカ
バーしきれなかった自然環境の悪化に対して影響
力のある議論を提示した。すなわち、｢コモンズ
の悲劇｣ として、私的所有権が及ばない共有地に
おける共有資源の乱獲と枯渇をわかりやすく解説
し、このようなケースにおいては政府が規制と管
理 を 担 っ て い く（Government-controlled 
management：図１）ことの重要性を説いたので
ある（Hardin, 1968）。彼の説は、多くの政府や
環境活動家に影響を与え、特にアメリカにおいて
は自然保護法の制定にまで及んだ。しかしながら、
政府管理制度においてもやはり他のさまざまな問
題が浮き彫りとなる。たとえば、法律を含む制度
設計の失敗、官僚の汚職 11、地域ニーズの無視、
地域の伝統的知識の軽視などである。こうした政
府による自然資源管理の誤った施策は、特に国有
林の劣化、漁業や土地利用における政策の失敗な
ど、大きな規模での自然破壊を生み出すことと
なった 12。いわゆるトップダウンのこうした政策

10 Gordon（1954）、Scott（1955）、Cheung（1970）、Johnson（1972）、Posner（1977）を参照のこと
11 汚職については、特に発展途上国で頻出し、官僚が自分の利益になるように自然環境保全制度を利用したことが多くの
自然破壊を生んだ。詳細はCook & Levi（1990）、Moberg（1994）、Acheson（2006）を参照のこと

12 Baland & Platteau（1996）を参照のこと
13 詳細は、Berkes（1989）、Ostrom（1990; 1992）、Pinkerton & Weinstein（1995）、Balland & Platteau（1996）を参照
のこと

14 詳細は、Li（1996）、Conroy et al.（2002）、Matta & Alavalapati（2006）を参照のこと
15 Gibson & Becker（2000）、Acheson（2006）を参照のこと
16 Rose（2002）を参照のこと
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異なる階層、規模のさまざまな組織体がより多く
のネットワークを通じて協力することが、持続可
能な自然資源管理を実現するための制度的改革に
とって重要だとしている。このように、地域コミュ
ニティを主体として、資源利用者、政府、研究者、
NGOなどさまざまなステークホルダーが協働する
ことは、多くの違う視点からの知識を提供し、意
思決定を協力して行っていくこととなり、それが
自然環境保全の障害となる内部的要因、外部的要
因に対して、柔軟で迅速に対応していける適応力
を増大させるとも言われている 20。この持続的に
学びながら変化に対応する適応力を持った管理の
ことを ｢適応的管理（Adaptive management）｣ と
いい、近年、自然環境保全やリスクマネージメン
トになくてはならない施策のひとつとみなされて
いる（Adaptive governance：図１）

２．参加型アプローチとサステナブル
　　ツーリズム：コスタリカの事例から

中米に位置するコスタリカは、グアナカステ山
脈、中央山脈、タラマンカ山脈といった山岳地帯
を有し、また国の東側はカリブ海、西側は太平洋
に面していることから陸域、海域ともに多種多様
な景観と自然環境が広がっている。特に東と西を
海に挟まれていることと陸域の高低差がバリエー
ションに富んでいることから、熱帯多雨林、熱帯
乾燥林、また世界でも希少な熱帯雲霧林など種類
の違う森林生態系をもち、そうした自然環境が多
くの野生生物種を育んでいる。国内に 166 の自然
保護区が設置され、世界でも先進的といわれる生
物多様性法 21 を持つ環境政策重点国である。同
時に、その豊富な自然環境を観光資源として、
1980 年代からエコツーリズムを中心とした観光
業に力をいれてきた結果、1990 年代から主要な
外貨獲得産業として成長を続けている22。しかし、
増え続ける観光客による自然環境への負荷は同国

ティのみでは、十分ではない、ということであっ
た。そこで、90 年代からの PAでは、地域コミュ
ニティ主体は変わらないものの、よりさまざまな
ス テ ー ク ホ ル ダ ー の 参 画 と 協 働 を 重 視
（Participatory management; Co-management：
図１）するようになっている 17。特に重要なのは、
自然環境保全、自然資源管理に関する意思決定の
場に、地域コミュニティをはじめ、その自然資源
を利用する可能性のあるすべてのステークホル
ダーの参加を促すことだと指摘されている 18。
70 年代初めから各地で実施されていた大規模

でかつ資本集約型の保全活動や開発プロジェクト
は、逆に自然環境と地域の人々との関わりを断絶
し、当初期待されていたような成果は得られな
かった 19。このようなやり方は、むしろ人々に周
囲の自然環境の重要性と環境保全へのインセン
ティブを忘れさせることとなったのである。こう
した経験から、その多くが共有資源である自然を
管理しながら利用していくためには、｢自己組織
化資源管理システム（self-organized resource 
governance system）｣ が重要であることが認識
され、またこのシステムがうまく機能するには地
域コミュニティが主体（community-based）とな
ることが必須であるとの理解は世界共通となっ
た。その考えはより肯定的な発展をとげて、現在
では、多くのステークホルダーの参画が PAの基
盤となっている。Folk ら（2005）は、PAが成功
するための条件として、地域コミュニティから市
政関係者、また地方や国レベルでの組織、時には
国際機関なども含め、さまざまなタイプのステー
クホルダーがネットワークを通して協働すること
が重要だとしている。また、Saglie（2006）は、
法制度が十分に発展しているような国においてで
さえ、自然資源の管理においてはさまざまな主体
がうまく協働できるかどうかが致命的であると強
調している。さらにRydin と Falleth（2006）は、

17 Diduck（2004）、Parkins & Mitchell（2005）、Plummer & Fennell（2007）を参照のこと
18 Wondolleck et al.（1996）、Harshaw & Tidndall（2005）を参照のこと
19 Horowitz & Painter（1986）、 Kellert et al.（2000）を参照のこと
20 詳細は、Olsson et al.（2004）、Folke et al.（2007）を参照のこと
21 1998 年に制定
22 外国人観光客数は 1990 年代から急速に伸び、2010 年時点では 210 万人に及んでいる（武田、2012）
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コスタリカの自然保護行政を担っている国家保
全 地 域 庁（Sistema Nacional de Áeas de 
Conservacíon：SINAC）は、環境エネルギー省
（Ministerio de Ambiental y Energia）の監督下
に1994年に誕生した行政組織である。SINACは、
独自の法人格を持ち、陸域、海域の自然保護区行
政を始めとして、森林資源、野生生物資源、水資
源の保全行政を統合的に行っている。この組織は、
｢非中央集権化｣ と ｢参加型｣ を重視する政策意
図を基に作られたもので、前述の生物多様性法第
２節第 22 条『保全区域制度』に創設目的が記さ
れている。SINACの保全行政は、全国を 11 の行
政区にわけて実施されており（図２）、各保全地
域の中における保護区管理や自然資源の管理は、
各保全地域事務所が主体となって行っている。す
なわち非中央集権化と地域コミュニティの主体性
が尊重されている。また各保全地域の運営はその
地域の住民組織を中心に、研究者やプライベート

でも例外ではなく、ゴミ処理問題、大気汚染、リ
ゾート開発の拡大といった問題が貴重な生態系を
脅かしてきた。そこで、エコツーリズムをより持
続可能なものとするために、コスタリカではサス
テナブルツーリズム認証制度 23 や、ブルーフラッ
グビーチ認証制度 24 などを導入してサステナブ
ルツーリズムを促進している。コスタリカにとっ
ては、自然環境がそのまま主幹産業である観光業
の資源となっていることから、その持続可能な利
用と保全は必須の国策といえよう。このような背
景を持つ国にとって、前項１で見てきた地域コ
ミュニティを主体とした PAの政策は、重要なも
のと考えられる。実際に、コスタリカではさまざ
まな PAによる環境保全政策を展開しているが、
本稿では２つの異なる施策について取り上げる。

 自 然公園管理への適応：SINAC（Sistema 
Nacional de Áeas de Conservacíon）の事例

23 観光関連施設に対して行う環境評価の結果をもとに、ホテルの星の数による評価のように、葉っぱの数で結果を示す。
一つ葉から五つ葉（最高評価）までのランクがある

24 ビーチの水質に対する環境評価の結果をもとに、水質汚染が認められないビーチには青い旗（ブルーフラッグ）が設置
される

2 SINAC ( INBIO )
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セクターの代表が参加する『地域協議会』によっ
てなされている。これも、地域コミュニティを主
体としたさまざまなステークホルダーの参加と協
働を重視した PAの施策である。更には、図２の
11 の保全地域にある地域協議会の代表は、環境
エネルギー大臣を議長とした『全国保全区域協議
会』にも参加する。すなわち、地域コミュニティ
を主体とした地域協議会は、国レベルでの意思決
定にも参加できるような仕組みがとられているの
である。
しかしながら、著者が実際に環境エネルギー省

の行政官との面談、および自然保護区の国立公園
でインタビューおよび参与観察を行った結果 25

から、いくつかの問題点が提示された。ひとつに
は、地域主体とはいえ、その政策そのものがトッ
プダウンで開始されたものであり、地域からの
ニーズによって誘発されたボトムアップの施策で
はないということ、そのため、地域コミュニティ
に保全のモチベーションがあるかどうかは疑問で
あるとのことであった。また、生物多様性法第２
節第 38 条には、SINAC保護区域制度における資
金調達について ｢保護区が生み出した資金は保全
地域の保護および発展（この優先順位で）のため
だけに使用される｣、との記載があるが、実際に
は国立公園の場合はその利益は中央政府に集約さ
れ、近年では政策の優先順位である教育や治安向
上といったことに使われる割合が多いため、現場
での自然環境保護の資金は恒常的に不足している
とのことであった。また、観光客が右肩あがりに
増えているが、自然保護官の数は減る傾向にあり、
現場での人材不足が深刻であるとのことであっ
た。これらの問題は、前項１でふれた地域コミュ
ニティ主体の施策でしばしば発生してきた ｢コ
ミュニティ内の財政的資源不足、人的資源不足｣
といった問題を思い起こさせるものであり、観光

資源としての自然保護区を劣化させずに持続可能
に運営していくには、更なる調査、分析が必要で
あろう。

 地域コミュニティによるサステナブルツーリズ
ムへの適応：シレンシオ村の事例
シレンシオ村は、太平洋岸のケポス－マヌエル
アントニオ地域にあるプンタレナス市の小さな村
で、自然林を伐採して開拓されたアブラヤシのプ
ランテーションが広がっている。1972 年に土地
を持たない貧しい農民たちが集団入植した新興農
村で、現在はおよそ 40 家族が 1,000 ヘクタール
ほどの地域に暮らしている 26。村では、住民が運
営しているシレンシオ協同組合（Coopesilencio 
R.L）が重要な役割を果たしており、さまざまな
意思決定や村落運営をこの組合が担っている。ア
ブラヤシ栽培と林業を主産業として営むほか、
1997 年には、村内に散策路やツーリズムセン
ター、ゲストハウスを整備し、最小限の投資によっ
て、新たな組合のプロジェクトとして｢地域コミュ
ニティによる農村観光（Community-based rural 
tourism）｣ を始めたことで、国内外から注目を集
めた。もともと結束の強い共同組合が存在する村
であることから、その地域主体の農村観光が持続
可能なものとなるのではないか、との期待は高
かった。
著者が現地でインタビューおよび参与観察を実
施した結果 27 から、以下のような現状が把握さ
れた。観光事業を始めてすぐの 1998 年には、他
の地域にあった野生生物保護センターの移設が持
ちかけられ、村は受け入れを決断した。こうした
野生生物保護センターが、観光資源のひとつにな
るのではないか、との期待からである。同様に、
アブラヤシ農業体験、搾乳体験、乗馬体験といっ
た小規模な観光アクティビティを整備、実施して

25 環境エネルギー省行政官との面談は、2014 年 9 月 25 日にサンホセにて実施された。面談相手は、環境エネルギー省
SINACコーディネーター。インタビューおよび参与観察は、2014 年 9 月 26 ～ 27 日、図 2のACOPAC行政区に位置
するマヌエル・アントニオ国立公園で実施された。インタビューには、名前を伏せる条件で数名の自然保護官が参加し
た

26 Pacheco（2003）を参照のこと
27 インタビューおよび参与観察は、2014 年 9 月 28 日シレンシオ村で実施された。インタビュー応対者は、村の観光振興
責任者であるRoxana Jemenez Chinchilla 女史と、村の若者で主に野生生物保護センターを管理しているRoberto Le
溶 Jimenez Chinchilla 氏である。
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いったが、思うように観光客は増えなかった。こ
こで、野生生物保護センターの運営のためには観
光収益をあげなければならない、という目標を逆
に背負うこととなり、観光と保全活動が表裏一体
の関係となった。しかし、観光客は非常に少なく、
現在では ｢農村ツーリズム｣ としての観光業はほ
とんど衰退している。一方で、野生生物保護セン
ターの運営のために始めた新たな滞在型観光が軌
道に乗り始めている。それは、2000 年ごろから
始めたボランティア受け入れ観光である。コスタ
リカ国内の外国人向けスペイン語学校数校と連携
し、語学研修を目的とした外国人のホームステイ
の受け入れ先となったのである。外国人学生は、
村に滞在し、ホームステイで村人と過ごしながら
村の仕事を手伝うが、特に野生生物保護センター
の実務が多い。ボランティアがこうした滞在費と
して一日 16 ドル～ 23 ドルを支払うが、たとえば
2014 年の 8 月には 2団体計 22 名が村に滞在して
おり、このスキームによって定期的な観光収入が
得られるようになった。これらの収入の 10％程
度は野生生物保護センターの運営費に回され、残
りは協同組合に集約されてから受け入れを行った
各家庭に振り分けられる。このスキームが出来て
から、野生生物保護センターの運営費はほぼ毎月
確保され、またボランティアによって人的資源も
確保された。この事例においては、自然資源の保
全（野生生物保護）にかかるコスト増大と農村観
光の衰退による収入減という、地域主体の観光に
起こりがちなネガティブな変化を経験している
が、村人はその変化にうまく適応し、新たな滞在
型観光と環境保全を生み出した28。その背景には、
村人が積極的に外部のステークホルダーを見出
し、彼らも間接的に、村の観光振興に参画させた
事実がある。これは、結束の強い共同体ほど内に
こもりがちなことを考慮すると、モデルケースと
なりうる事例である。シレンシオのケースは、も
ともと強いコミュニティの組合が存在していたこ
とが、村落内での参加型施策を後押しし、さらに
柔軟に外部者の参画も促したことが PAによる
ツーリズムの持続性を保守したといえよう。

おわりに

参加型アプローチ（PA）は、さまざまな過去
の自然環境保全政策の失敗から生まれ、現在進化
しながら各国でさまざまな試みが行われている。
これまでの環境施策と同様、PAにも内在する課
題が、今後の研究と分析から顕著化してくるであ
ろう。しかし、｢持続可能性｣ の実現に必須であ
る生態系保全には、PAは不可欠な制度であり、
よってサステナブルツーリズムにおいてもさまざ
まな PAの適応が期待できる。
本稿で取り上げた、コスタリカにおける自然環
境保全制度を内包したエコツーリズム、またコ
ミュニティベースの農村ツーリズムの事例では、
以下の点について今後の調査を実施することで貴
重な見解が得られるであろう。
１．SINACという制度について：コミュニティ
主体の PAであっても、それが中央政権からの
トップダウンである場合、どこまで地域にモチ
ベーションがあるのか。またトップダウンの PA
でも機能しているのか、機能するとすればどのよ
うな施策が重要となるのか。その解明は、自然環
境保全における理想的な PAの形をとっている制
度に内在する問題、また成功要因を提示すること
となる。
２．シレンシオ村の農村ツーリズムについて：
コミュニティがいかにして外部要因による変化に
適応し、農村ツーリズムの持続可能性を模索して
いったか。その解明は、PAによる適応型管理の
成功要因を提示することとなる。
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